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メタセコイア

税を考える週間 税の役割や意義を理解し、納税意識を高めることを目的とした啓発活
動が「税を考える週間」です。毎年この時期には各地で税に関する様々な広報イベントや

講演会が開かれるほか、児童・生徒から募集した税に関する作文や書道、標語などの作品展・

表彰式、税務行政への功労者に対する納税表彰なども行われます。

駆 金 ズ

ゴルフ場を利用 したときは、原則 と

して「ゴルフ場利用税」がかかります。

それでは、次の方のうち、ゴルフ場利

用税がかからないのは誰でしょうか ?

① ゴルフ初心者の方
② 週2回以上利用する方
③ 年齢70歳以上の方

【解説】
ゴルフ場でラウンドする際に、毎回支払っ

ている税金がゴルフ場利用税です。この税

金はプレー料金と一緒に払っているため、

しっかり利用明細書を確認 しないと目に留

まることがないかもしれません。

ゴルフ場利用税は、ゴルフ場が開発許可、

道路整備、防災、廃棄物処理などの地方公

共団体の行政サービスと密接な関連を有す

ること、また、ゴルフ場の利用料金は他の

スポーツ施設の利用料金と比べて一般に高

額で、利用者には十分な担税力があること

に着目して、ゴルフ場の利用者に課税する

税金です。税額は1日 当た叩800円 (標準

税率)、 ゴルフ場の整備状況等に応 じて上

限が 1,200円 までとなっています。ゴルフ

場がまとめて納付 し、税収の7割が、ゴル

フ場が所在する市町村に交付されます。ち

なみに、打ちっぱなしのゴルフ練習場では

ゴルフ場利用税は発生しませんので安心 し

てください。平成 15年 にできた非課税制

度により、①18歳未満又は70歳以上の方、

②障害者の方、③団体・国際競技大会のゴ

ルフ競技 (公式練習を含む)、 ④学校の教

育活動については非課税とされました。

ゴルフ場でチェックインのとき、面倒 く

さいと思いながら、毎回、受付用紙に住所

氏名とともに生年月日まで記入しますが、

あれはゴルフ場利用税の対象者かどうかを

判断するためだったのですね。

一―正解は、③年齢 70歳以上の方でした。

(出典 :総務省本―ムペィジ)
◇

傘 患
WORD
ルバイトの源泉徴収

年末年始に短期でアルバイ トを雇う場合

があ岬ます。通常、アルバイ トに給与を支

払う際に源泉徴収する税額は、一般社員と

同様に、給与所得の源泉徴収税額表の月額

表又は日額表の甲欄又は乙欄を使って求め

ます。ただし、給与を勤務した日又は時間

によって計算している場合で、①定められ

た雇用契約の期間が2か月以内、②日々雇
い入れる場合は継続 して2か月を超えて支

払をしない、のいずれかの要件に該当する

ときは日額表の丙IF東]により税額を求めます。

例えば日給9,000円の場合、甲欄・乙欄は

税額が発生 しますが、丙欄は0円です。

したがって、2か 月以内の短期で募集す

るアルバイ トに日給や時間給で支払う給与

は、日額表の丙欄を使います。なお、当初

の契約期間が2か月以内でも、延長で2か

月を超えた場合は、その超えた日から丙欄

は使えませんので注意が必要です。

ク イ

近 藤  猛
T791-8036
松山市高 岡町 127番地8
TEL 089-973-7577
FAX 089-973-7559

税 理 士

田

青
色
事
業
専
従
者
給
与

～
従
事
期
間
が
短
い
場
合

青
色
事
業
専
従
者
の
判
定
に
当

た
っ
て
、
事
業
従
事
者
が
相
当
の
理

由
に
よ
叩
事
業
主
と
生
計
を

一
に
す

る
親
族
と
し
て
そ
の
事
業
に
従
事
で

き
な
か
っ
た
期
間
が
あ
る
場
合
に
は
、

「従
事
可
能
期
間
」
の
２
分
の
１
を

超
え
る
期
間
専
ら
事
業
に
従
事
し
て

い
れ
ば
足
り
ま
す
。
こ
の
相
当
の
理

由
に
は
就
職
や
退
職
も
含
む
と
解
さ

れ
ま
す
。
例
え
ば
、
３
月
ま
で
事
業

に
従
事
し
て
４
月
に
他
社
に
就
職
し

た
場
合
は

「
３
か
月
間
」
、
８
月
に

他
社
を
退
職
し
て
９
月
か
ら
事
業
に

従
事
し
た
場
合
は

「
４
か
月
間
」
を

従
事
可
能
期
間
と
し
、
そ
の
２
分
の

１
を
超
え
る
期
間
専
ら
事
業
に
従
事

し
て
い
れ
ば
、
そ
の
間
に
支
払

っ
た

給
与
は
青
色
事
業
専
従
者
給
与
と
し

て
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
事
業
専
従
者
（白
色
申
告
）

に
つ
い
て
は
こ
の
規
定
は
な
く
、
６

か
月
を
超
え
る
期
間
、
事
業
に
専
従

し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

国 税/10月分源泉所得税の納付   11月 10日
国 税/所得税予定納税額の減額承認申請

11月 17日

国 税/所得税予定納税額第 2期分の納付
12月 1日

国 税/9月決算法人の確定申告 (法人税・消費税等 )
12月 1日

国 税/刊 2月、3月、6月決算法人の消費税等の
中間申告 (年 3回の場合)   12月 1日

国 税/3月決算法人の中間申告    12月 1日
国 税/個人事業者の消費税等の中間申告

(年 3回の場合)       12月 1日

地方税/個人事業税第 2期分の納付
都道府県の条例で定める日 一

功

11月 号―-4
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路
線
価
と
は
、
路
線

（道
路
）
に

面
す
る
標
準
的
な
宅
地
の
１
∬
当
た

り
の
価
額

（千
円
単
位
で
表
示
）
を

表
し
て
い
ま
す
。
そ
の
年
の
１
月
１

土
地
の
価
格
を
示
す
基
準
と
し
て

「
路
線
価
」
と
い
う
指
標
が
用
い
ら

れ
ま
す
。
土
地
の
価
格
を
示
す
指
標

に
は
様
々
な
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、

国
税
庁
か
ら
公
表
さ
れ
る
路
線
価

は
、
相
続
や
贈
与
に
よ
つ
て
土
地
を

取
得
し
た
と
き
に
、
そ
の
土
地
の
評

価
額
の
算
定
基
準
と
な
る
も
の
で
す
。

毎
年
７
月
１
日
に
、
そ
の
年
分
の
路

線
価
の
額
が
公
表
さ
れ
ま
す
。

今
回
は
、
相
続
税
や
贈
与
税
の
額

を
算
定
す
る
際
の
基
準
と
な
る

「
相

続
税
路
線
価
」
（以
下
「路
線
価
し

に

つ
い
て
、
路
線
価
図
の
見
方
や
路
線

価
に
基
づ
い
た
土
地
評
価
額
の
算
出

方
法
等
を
み
て
い
き
ま
す
。

日
か
ら
１２
月
３‐
日
ま
で
の
間
に
相

続
、
又
は
贈
与
で
土
地
を
取
得
し
た

場
合
に
、
そ
の
年
の
７
月
１
日
に
発

表
さ
れ
た
路
線
価
を
適
用
し
ま
す
。

価
図

欅

価
と
は
？

遜

委

動を確認す嬰

◆
適
用
年
分
に
注
意
！

路
線
価
は
、
そ
の
年
の
１
月
１
日

時
点
の
地
価
公
示
価
格
や
専
門
家

の

意
見
な
ど
を
反
映
さ
せ
て
決
定
さ
れ

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
評
価
対

象
地
で
も
年
分
に
よ
り
路
線
価

の
額

が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

年
分
の
選
択
を
誤

っ
て
路
線
価
図

を
参
照
す
る
と
、
評
価
額
に
思
わ
ぬ

差
が
生
じ
ま
す
。
路
線
価
図
の
右
上

に
、
そ
の
路
線
価
図
の
対
象
年
分
が

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
参
照
し

て
い
る
路
線
価
図
の
年
分
に
誤
り
が

な
い
か
最
初
に
確
認
し
ま
し
き
つ
。

◆
土
地
所
在
地
の
特
定
に
注
意
！

公
図
と
異
な
り
、
路
線
価
図
に
は

土
地
の
登
記
簿
上
の
地
番

の
記
載
が

な
く
、
路
線
価
図
だ
け
で
は
評
価
対

象
地
の
所
在
地
が
明
確
に
特
定
で
き

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

道
路
の
形
状
や
近
所

の
目
的
物
を

確
認
し
た
り
、
場
合
に
よ
つ
て
は
公

図
や
住
宅
地
図
と
照
合
し
て
、
評
価

対
象
地
を
特
定
し
ま
し
さ
つ
。

◆
地
区
区
分
の
適
用
に
注
意
！

地
区
区
分
は
、
同
じ
道
路
沿

い
で

も
、
交
差
点
か
ら
先
は

「
中
小
工
場

緯

価
回
の
見
方
遊

路
線
価
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の

「路
線
価
図

・
評
価
倍
率
表
」
か

ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
探

し
た
い
土
地

（評
価
対
象
地
）
の
特

定
方
法
は
、
路
線
価
を
確
認
し
た
い

年
分
↓
評
価
対
象
地
が
所
在
す
る
都

道
府
県
↓
市
区
町
村
↓
町
丁
名
、
の

順
に
項
目
を
ク
リ
ツ
ク
し
ま
す
。

評
価
対
象
地
が
特
定
で
き
た
ら
、

評
価
対
象
地
に
接
し
て
い
る
道
路
に

設
定
さ
れ
て
い
る
路
線
価
の
金
額
を

確
認
し
ま
す
。
こ
の
と
き
、
路
線
価

図
の
上
部
欄
外
に
は
評
価
対
象
地
が

所
在
す
る
地
域
の

「
地
区
区
分
」
と

「
借
地
権
割
合
」
が
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
＞」
れ
ら
も
確
認
し
ま
す
。

地
区
」
、
手
前
は

「
普
通
住
宅
地
区
」

と

い
っ
た
場
合
や
、
道
路
北
側
が
記
日

通
住
宅
地
区
」
、
南
側
が

「
普
通
商

業

・
併
用
住
宅
地
区
」
と

い
つ
た
場

合
も
あ
り
ま
す
。
地
区
区
分
に
よ
り

適
用
さ
れ
る
補
正
率
が
異
な
り
ま
す

の
で
、
適
用
範
囲
を
正
確
に
把
握
し

ま
し
き
つ
。

◆
借
地
権
割
合
の
記
号
に
も
注
意
！

借
地
権
割
合
を
示
す

Ａ
～

Ｇ

の

記
号
も
重
要
で
す
。
適
用
を
誤
る
と
、

借
り
て
い
る
土
地
や
貸
し
て
い
る
土

地
の
評
価
額
の
算
出
に
誤
り
が
生
じ

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

国

め

　

胆

路
線
価
は
土
地
取
引
の
指
標
と
な

る
公
示
価
格

（地
価
公
示
価
格
）
の

８
割
程
度
を
目
途
に
定
め
ら
れ
て
お

り
、
所
有
不
動
産
の
価
格
を
算
出
す

る
際
の
参
考
指
標
と
し
て
も
幅
広
く

用

い
ら
れ
て
い
ま
す
。
相
続
税
等

の

税
金
対
策
だ
け
で
な
く
、
不
動
産
売

買
や
投
資

の
際
の
参
考
資
料
と
し
て

も
有
効
活
用
が
可
能
で
す
。

評
価
対
象
地
の
評
価
額
は
路
線
価

に
地
積
を
乗
じ
る
こ
と
で
算
出
し
ま

す
。
評
価
対
象
地
の
路
線
価

の
額
が

‐５
万
円
、
地
積
が
１
０
０
∬
で
あ
れ

ば
ヽ
‐５
万
円

×
１
０
０
∬
Ｈ
ｌ
５
０

０
万
円
と
評
価
額
の
概
算
を
算
出
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
実
際
の
相
続
税
評
価
額
は

評
価
対
象
地
の
形
状
や
接
す
る
路
線

に
よ
っ
て
、
「奥
行
価
格
補
正
率
」
な

ど
の
各
種
補
正
率
を
乗
じ
て
算
出
し

ま
す
。
各
種
補
正
率
を
適
用
す
れ
ば

よ
り
正
確
な
評
価
額
を
算
出
で
き
ま

す
が
、
複
雑
な
計
算
等
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
専
門
家
に
相
談
す
る

こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

【参考資料】
国税庁
ホームペーン

路線価図の

関覧の仕方

◇
◇
◆

◇
◆
◇

路
線
価
の
金
額
や
地
区
区
分
と
し

て
示
さ
れ
る
記
号
、
借
地
権
割
合
と

し
て
示
さ
れ
る
記
号
の
意
味
は

【次

頁
図
】
の
と
お
り
で
す
。

な
お
、
路
線
価
が
設
定
さ
れ
て
い

な
い
地
域
に
評
価
対
象
地
が
所
在
す

る
場
合
は
、
そ
の
市
区
町
村
の

「
評

価
倍
率
表
」
を
参
照
し
ま
す
。
評
価

対
象
地
の
固
定
資
産
税
評
価
額
に

一

定
の
倍
率
を
乗
じ
る
こ
と
で
、
評
価

額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

影
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国税庁資料より図 路線価図の説明

鹿囃 S寧霞

鱒

(普通商業・併用住宅地区)

自用地の価額

(路線価) (奥 行価格補正率)
300′000円  X   O.97   ×

国税庁資料より

(自用地の価額 )

= 203′ 700′000円

【路線価の計算例】

(面積)

700.0馬

借地権の価額

(自用地の価額) (借地権割合) (借地権の価額)
203′700,000円 ×   700/O  = 142′ 590,000円

300C

35m

700.0馬

|
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路線価図σ,年・′メ」`

及ぴペー漆 示

しています。

地区及び地麟 地権割合の機関範畷を示す誼身です。講拗 端が噂鵡曽り」等で

雑 れている地腫区分の見方は、次のとおりです。
・i難りど婉 その麹区区かま1饉り」鬱llの臨線の道鶴沿けヽのみが該当しま‐売
Ⅲ斜髄 a霧飲 そ噸 縣分tま L潮髄 根わ賤翻巌 当しま越ヽ 、
・曝軽り」又は

'齢

蜘 瑠ユ,経 「ヽ白抜き」ぬ場合、その地豚区分韓その期 苓鶏 し漬負

琶篭歳
宅
ё
ttI(善
争薄騒豪
鵡翠C二江
登艤
傘 解 饉 麟

確鼈言 熱

鬱
牌
◇
議肺i犠 離聴Oi縛 傘

鮮
壌
絆

中小工
'盛

地区 昔盤盤宅地区どル鶴地区  腐盛商業
'磁

盛  紫球歯競盛

各路線価の若隣に表示している

A～Gの記号に鶏鱗 る借地権割
台を示しますc

1平方メーレレ当たりの価額を'千円単位で表示して

います。

この場合は、1平カメートプレ当たりの路繰価が

215,000円で、借地権割合が60%であることを示して

予ヽます。 町f嘉及び衡醸番号を表示して

います。

この場合は、A鶴丁2丁目12番であ

ることを示しています。

A籍途丁目

11月 号一-2

ё

φ

3-― 司刊月号


